
【貸切バス事業のウイルス感染防止対策】

【1.乗務員の点呼の健康チェック】 【2.マスク着用、手洗い励行の確実な実施】 【3.運転席と利用者との仕切り、換気】 【4.消毒液の常備装備】

始業および就業点呼時に検温し、点呼簿に記録
点呼場近傍に洗面所・アルコール消毒液設置
点呼場に乗務員用予備マスク常備

運転席と客席最前列との間にアクリル板設置
運転席と通路の間にビニールシート設置

乗降口にアルコール消毒液常備

【5.手すり等の消毒】 【6.利用者乗降支援後の手指消毒】 【7.手荷物受渡時のマスク、手袋着用】 【8.運転時、アナウンス時のマスクの着用】

多くの乗客が触れる手すり等の部位を清掃時お
よび休憩時に消毒

お客様の身体に接触する乗降支援後は手指をア
ルコール消毒

乗務中は常にマスク着用。手荷物受渡時は使い
捨て手袋着用（全車両に常備）

乗務中は常にマスク・白手袋着用

【9.外気導入換気モード、窓の随時解放】
【10.運転席周り、手すり等の清拭消毒、
　　カーテンの消毒液噴霧作業】

【11.清掃時のマスク、手袋着用の徹底】 【12.営業所との緊急連絡体制】

エアコンは常に外気導入モードで運転。
休憩時・回送時は窓解放。

運行終了後の清掃時に運転席周り、客席手す
り・テーブル、カーテンを消毒。

乗務中は常にマスク着用。清掃時は使い捨て手
袋着用（全車両に常備）

事故発生時の緊急連絡体制を準用
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